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論点３ 施設別セグメント分析の促進
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【論 点】

○ 公共施設マネジメントに有効とされる「施設別セグメント分析」について、普及させていくためにはどのような

方策があるか。

○ 施設別セグメント分析を行った団体は１割程度に留まっているが（最新の調査では167団体）、その要因として、

以下３つの仮説が考えられるのではないか。

【仮説１】 地方公共団体においては、喫緊の課題に追われており、中長期的な課題である公共施設マネジメント

の優先順位が下がっているのではないか。

【仮説２】 公共施設マネジメントにあたり施設別セグメント分析が有効なツールであることが、地方公共団体に

十分に認識されていないのではないか。

【仮説３】 施設別セグメント分析の有効性は認識していても、作成方法や分析方法が分からず、実践に至ってい

ないのではないか。

○ （上記で検証した）施設別セグメント分析が進まない要因に対して、どのような方策が考えられるか。



「施設別セグメント分析」の促進に向けたこれまでの取組
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平成26年度 今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会

平成28年度 地方公会計の活用のあり方に関する研究会

・ 地方公会計の活用例として、地方団体のセグメント分析事例を紹介。

・ 地方公会計の活用例として、熊本県宇城市のセグメント分析事例を紹介。

平成29年度 地方公会計の活用の促進に関する研究会

・ 地方公会計の活用の事例集を作成し、地方団体のセグメント分析事例を紹介。

平成30年度 地方公会計の推進に関する研究会

・ 施設別セグメント分析について、セグメントの設定単位や範囲、配賦基準等の基本的な考え方と作成手順を整理。あ
わせて、セグメント分析の実施手順に基づく施設別財務書類の作成例を提示。

令和元年度 地方公会計の推進に関する研究会

・ 事業別セグメント分析について、セグメント分析の活用が有効となる分野や、分析の際の留意点等について整理。

公募によって選定された５団体（東京都中野区、愛知県日進市、滋賀県長浜市、佐賀県唐津市、鹿児島県和泊町）において、施設別の
セグメント別財務書類の作成及び分析を実施。

公募によって選定された７団体（栃木県日光市、茨城県土浦市、神奈川県茅ヶ崎市、神奈川県山北町、石川県小松市、大阪府大東市、
熊本県荒尾市）において、事業別のセグメント別財務書類の作成及び分析を実施。



セグメント分析の実施手順①

①分析の目的を設定する
例）公共施設の統廃合の検討の際の参考とする

②セグメントの単位・対象を設定する
例）単位：施設毎、対象：図書館

③作成する財務書類の範囲を決定
例）行政コスト計算書及び貸借対照表

行政コスト計算書のみ

④対象とする資産・負債・費用・収益の範囲を決定
例）図書館が入る建物は対象とし、

図書館の所管課が入る本庁舎などの共通資産は対象外とする

⑤按分して計上する項目とその際の基準（配賦基準）の設定
例）複数施設で一括契約している経費（例：光熱費）：延床面積により按分

⑥必要な非財務情報を決定
例）利用に関する情報（年間利用者数、貸出冊数、稼働日数等）

⑦仕訳帳等から作成対象のセグメントに関する支出・収入の情報を抽出し、直接関連付けて計上（直課）/按分して計上（配賦）
例）物件費等は、仕訳帳や財務会計システムの予算執行データから、勘定科目や施設名称で抽出

複数施設で一括契約している経費は、延床面積で按分し、各図書館部分を算出

⑧固定資産台帳から作成対象とするセグメントに関する施設の情報を抽出し、直課/配賦
例）複合施設は、土地や建物を延床面積等により資産額を按分し、各図書館部分を算出

減価償却費は、「取得価額÷耐用年数」により算出

⑨人件費、賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額を算定し、直課/配賦
例）職員給与費（特別職を除く）26億円÷全職員数（特別職を除く）400人×担当職員数 5人＝3,250万円

⑩作成したデータを各財務書類に入力し、必要な財務書類を完成させる

⑪非財務情報を収集し、作成したセグメント別財務書類と組み合わせて分析を実施
例）非財務情報（例：貸出冊数）を用いて、単位当たりコストを算出し、施設間で比較し、コスト効率性を分析

（１）セグメントの単位等の設定

（２）必要なデータの収集、セグメント別財務書類の作成

（３）非財務情報を用いた比較分析

資産目名称 耐用年数 取得年月日 取得価額 減価償却累計額

事業用資産/土地 Ａ図書館 － 1990年1月1日 52,810,390 －

事業用資産/建物 Ａ図書館 50年 2007年4月1日 367,500,000 66,150,000
事業用資産/工作物 Ａ図書館 10年 2007年4月1日 32,623,500 32,623,499
事業用資産/土地 Ｂ図書館 － 1980年6月1日 45,000,000 －

事業用資産/建物 Ｂ図書館 50年 1997年4月1日 294,000,000 111,720,000
事業用資産/工作物 Ｂ図書館 10年 2000年4月1日 40,000,000 39,999,999

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

⑦仕訳帳・予算執行データからの抽出

⑧固定資産台帳からの抽出

⑪単位当たりコストの分析

金額 摘要 仕訳 施設

35,500,000 A図書館改修工事支払 維持補修 A図書館

50,000,000 A図書館運営委託料 物件費 A図書館

20,000,000 B図書館運営委託料 物件費 B図書館

30,000,000 B図書館改修工事支払 維持補修 B図書館

10,000,000 図書館備品購入費 物件費 図書館

3,000,000 図書館消耗品購入費 物件費 図書館

2,200,000 図書館水道料 物件費 図書館

2,000,000 図書館電気料 物件費 図書館

1,500,000 図書館ガス料 物件費 図書館

6,000,000 図書館清掃管理委託料 物件費 図書館

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

（単位：円）

（単位：円）

摘要欄や施設欄をもとに、対象のデータを抽出

（以下の例は、図書館をイメージ）

地方公会計の推進に関する研
究会（令和元年度）報告書資料
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③作成する書類の種類

共通資産の取扱い

共通費の配賦基準

人件費の配賦基準

退職手当引当金・

繰入額の配賦基準

賞与手当引当金・

繰入額の配賦基準

地方債の配賦基準

精緻簡素

配賦しない 予算計上している部署に直課 事業・施設毎に按分

配賦しない
各課・事業毎に配賦

（執行実績）

予算計上している
部署に直課

各部局の管理部門の
管理事業に一括計上

取引内容に応じた
係数で按分（個別配賦）

平均給与額×職員数
職階別平均給与額×職員数 現況調査等による実従事時間により、

実際の発生額を按分
会計別平均給与額×職員数

配賦しない

人件費と同様の基準で配賦

「起債台帳」に基づき充当額に応じて配賦

（臨財債：配賦しない） （臨財債：財政課等の管理部門に直課） （臨財債：按分基準を整備して配賦）

※超勤手当の追加（超勤実績×平均単価等）

貸借対照表（BS）行政コスト計算書（PL） 資金収支計算書（CF） 純資産変動計算書（NW）

①元データの抽出

②直課・配賦の実施

●仕訳帳から作成対象とするセグメントに関する支出が含まれる伝票を抽出

●固定資産台帳から作成対象とするセグメントに関する施設の情報を抽出

セグメント分析の実施手順②
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○ 過去に建設された公共施設等が大量に更新時期を迎える。

○ 人口減少等により今後の公共施設等の利用需要が変化していく。

○ 市町村合併後の施設全体の最適化を図る必要性がある。

背景

公共施設マネジメントの必要性

国土交通省公表資料 国土交通省公表資料

道路（橋梁）の現状

※この他に建設年度不明橋梁約23万橋

○建設年度別橋梁数
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年度 公共施設マネジメント 公共施設等適正管理事業債等

Ｈ２５ ・国が「インフラ長寿命化基本計画」を策定

Ｈ２６

・「公共施設等総合管理計画」策定要請（大臣通知）
・「公共施設等総合管理計画策定にあたっての指針」策定

（財務調査課長通知）
・公共施設等総合管理計画作成に要する経費に対する
特別交付税措置創設（～H28）

Ｈ２７ ・公共施設最適化事業債（集約化・複合化事業）を創設

Ｈ２８
・「公共施設マネジメントの一層の推進について」発出
（財務調査課事務連絡） ※事例集の公表等を周知

≪総合管理計画の策定期限（改革工程表）≫

Ｈ２９
・「公共施設等総合管理計画策定にあたっての指針」改訂
（財務調査課長通知）

・公共施設等適正管理推進事業債（集約化・複合化、長寿命化、
転用、立地適正化、市町村役場機能緊急保全、除却）を創設

Ｈ３０
・「公共施設等の適正管理の更なる推進について」発出
（財務調査課事務連絡）
※総合管理計画見直しの考え方等を周知

・対象事業を追加（ユニバーサルデザイン化）
・一部事業における交付税措置率のかさ上げ（30%→30 ～50％）
・長寿命化事業に対象施設を追加（河川管理施設等）

Ｒ元 ・長寿命化事業に対象施設を追加（橋梁、都市公園施設、林道等）

Ｒ ２
・「令和３年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たって
の留意事項について」発出
※総合管理計画の見直しに当たって記載すべき事項等を周知

・集約化・複合化事業を広域で実施する場合の要件緩和
・長寿命化事業に対象施設を追加（砂防関係施設）

≪市町村役場機能緊急保全事業の措置期限≫

Ｒ ３ ・集約化・複合化事業に対象施設を追加（グラウンド等）

Ｒ４
≪個別施設計画の策定期限（改革工程表）≫

・公共施設等適正管理推進事業債延長
・対象事業追加（脱炭素化事業）
・長寿命化事業に対象事業を追加（空港施設等）

Ｒ５ ≪公共施設等総合管理計画見直し期限（改革工程表）≫

これまでの公共施設マネジメントに係る経緯等
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・ 過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える
一方で、地方公共団体の財政は依然として厳しい状況にある。

・ 人口減少等により今後の公共施設等の利用需要が変化していく。
・ 市町村合併後の施設全体の最適化を図る必要性がある。

公共施設等総合管理計画の策定及び見直し

○ 各地方公共団体は、公共施設等の全体を把握し、長期的視点に立って
公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、「公共施設等総合
管理計画」を策定している。

○ また、公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体の対応
方針を定める「個別施設計画」を策定している。

背 景

個別施設計画の策定 ※令和４年度までに策定

＜個別施設計画の内容＞
公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体の対応方針を

定める計画として、点検・診断によって得られた個別施設の状態や維持管理・

更新等に係る対策（※）の優先順位の考え方、対策の内容や実施時期、

対策費用を定めるもの。

※ 維持管理・更新等に係る対策
次回の点検、修繕・更新、更新の機会を捉えた機能転換・用途変更、複合化・集約化、
廃止・撤去、耐震化等

【インフラ長寿命化計画の体系】

総務省所管

各施設所管省庁所管

（行動計画） （行動計画）

インフラ長寿命化基本計画
（平成25年11月関係省庁連絡会議決定）

各省庁が策定

道路 河川 学校 道路 河川 学校

公共施設等総合管理計画

（個別施設計画）（個別施設計画）

各省庁
において策定

各地方公共団体
において策定

【国】 【地方】

＜公共施設等総合管理計画の内容＞
公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うための中期的な取組の方向性

を明らかにする計画として、所有施設等の現状や施設全体の管理に関する

基本的な方針を定めるもの。

＜公共施設等総合管理計画の策定の状況＞
令和４年３月末時点において、都道府県及び指定都市は全団体、市区町村

においても９９．９％の団体において策定が完了。

＜公共施設等総合管理計画の見直し＞
令和３年度までに、個別施設計画等を踏まえた見直しを行うよう要請（新型コロナ

ウイルス感染症等により令和４年度以降となる場合は、令和５年度まで）。

公共施設等総合管理計画等の策定及び見直しの推進

7

今後の地方公会計の
あり方に関する研究
会第１回（R4.8.1）資料



公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針 （平成26年４月22日策定、令和４年４月１日改訂 財務調査課長通知） （概要）

○ 公共施設等総合管理計画の策定及び見直しに関しては、「公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針」により、公共施設等総合管理
計画に記載すべき事項等を示しており、各地方公共団体は、当該指針を踏まえ、公共施設等の管理に関する基本的な方針等を公共施設等

総合管理計画に記載している。

○ 個別の施設の更新や統廃合、長寿命化などの具体的な取組については、各地方公共団体において、個別施設ごとの具体の対応方針を

定める個別施設計画に基づき、地域の実情を踏まえ、議会や住民との議論も行いながら実施される。

第一 総合管理計画に記載すべき事項

一 公共施設等の現況及び将来の見通し

(1) 公共施設等の状況（施設保有量とその推移、老朽化の状況、有形固定
資産減価償却率の推移及び利用状況）及び過去に行った対策の実績

(2) 総人口や年代別人口についての今後の見通し

(3) 公共施設等の現在要している維持管理経費、維持管理・更新等に係る
中長期的な経費の見込み（施設を耐用年数経過時に単純更新した場合
の見込み、長寿命化対策を反映した場合の見込み及び対策の効果額）及
びこれらの経費に充当可能な地方債・基金等の財源の見込み等

二 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

(1) 計画策定年度、改訂年度及び計画期間

(2) 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策

(3) 現状や課題に関する基本認識

(4) 公共施設等の管理に関する基本的な考え方

今後当該団体として、更新・統廃合・長寿命化など、どのように公共施設
等を管理していくかについて、現状や課題に対する認識を踏まえた基本
的な考え方を記載すること。また、将来的なまちづくりの視点から検討を行
うとともに、PPP /PFI の活用などの考え方について記載することが望まし
いこと。
具体的には、以下の事項について考え方を記載すること。

① 点検・診断等の実施方針

② 維持管理・更新等の実施方針

③ 安全確保の実施方針

④ 耐震化の実施方針

⑤ 長寿命化の実施方針

⑥ ユニバーサルデザイン化の推進方針

⑦ 脱炭素化の推進方針

⑧ 統合や廃止の推進方針

⑨ 数値目標

⑩ 地方公会計（固定資産台帳等）の活用

⑪ 保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針

⑫ 広域連携

⑬ 地方公共団体における各種計画及び国管理施設との連携

⑭ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針

(5) ＰＤＣＡサイクルの推進方針

三 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

第二 総合管理計画策定・改訂にあたっての留意事項

一 行政サービス水準等の検討

二 公共施設等の実態把握及び総合管理計画の策定・充実

三 数値目標の設定とＰＤＣＡサイクルの確立

四 議会や住民との情報共有等

五 PPP/PFI の活用について

六 市区町村域を超えた広域的な検討等について

七 合併団体等の取組について

第三 その他

一 「インフラ長寿命化基本計画」について

二 公共施設マネジメントの取組状況等に係る情報について

三 総合管理計画に基づく取組に係る財政措置について

四 地方公会計（固定資産台帳等）の活用 8

公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針

・公共施設等の数・延べ
床面積等に関する目標

・トータルコストの縮減・
平準化に関する目標 等

今後の地方公会計のあり方に関
する研究会第１回（R4.8.1）資料を
一部加工

固定資産台帳及び財務書類から得
られる情報は、公共施設等の維持管
理・更新等に係る中長期的な経費の
見込みの精緻化に活用できるほか、
事業別・施設別のセグメント分析を行う
ことなどにより、各事業・施設について
効率的・効果的な対策の検討を可能に
するものであり、総合管理計画に基づ
く具体的な取組等の検討においても、
公共施設等の適正管理に積極的に活
用することが望ましいこと。



○ 統一的な基準による地方公会計の整備の一環として、公共施設等の取得年月日、取得価額、耐用年数と
いったデータを含む固定資産台帳を整備する。※併せて公共施設等の実際の損耗状態等を把握しておくことも重要

○ 統一的な基準による財務書類（貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書等）
を作成する。

統一的な基準による固定資産台帳・財務書類の整備

○ 公共施設等総合管理計画に基づき、資産管理や予算編成を行うに当たり、固定資産
台帳のデータ、個別施設計画に記載した具体的な内容等を踏まえ、更新・統廃合・長寿
命化等を進める。

公共施設等総合管理計画等の推進・不断の見直し

○ 施設別の行政コスト計算書等によるセグメント
分析を実施することで、個別具体的な更新・統廃
合・長寿命化等の実施につなげることができる。
※公共施設等総合管理計画には、更新・統廃合・長寿命化等の基
本的な考え方（総論）が盛り込まれている

施設別のセグメント分析の実施

○ 個別施設計画等において、具体的な対策を決定した公共施設等について、公共施設等適正管理推進事業
債等を活用することにより、集約化・複合化、長寿命化、転用、除却等を円滑に推進することができる。

公共施設等適正管理推進事業債等の活用

地方公会計と公共施設等の適正管理をリンクさせることによって、公共施設等のマネジメントを
より効果的に推進することが可能となる。

地方公会計

公共施設等適正管理

地方公会計

○ 個別施設ごとに、点検・診断によって得られた
個別施設の状態を踏まえ、対策内容と実施時期、
対策費用の概算等を整理する。

各分野ごとの個別施設計画の策定・推進

公共施設等適正管理

公共施設等
適正管理

9

地方公会計と公共施設の適正管理の連携について
今後の地方公会計のあり方に関
する研究会第１回（R4.8.1）資料
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